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   開     議 

 

 

○鈴木富美子議長 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員は、ございませ

ん。 

 よって、ただいまの出席議員は定足数に達し

ております。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

２号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○鈴木富美子議長 日程第１、市政一般に関する

質問を行います。 

 なお、質問の時間は答弁を含めて60分以内と

なっておりますので、ご協力をお願いいたしま

す。 

 それでは、順次ご指名いたします。 

 

 

 勝見英一朗議員の質問 

 

 

○鈴木富美子議長 順位１番、議席番号３番、勝

見英一朗議員。 

  （３番勝見英一朗議員登壇） 

○３番 勝見英一朗議員 政新長井の勝見です。 

 本日の一般質問は、デジタル社会への対応と

いう視点で大きく２点質問いたします。そのう

ちの主要なテーマは、生成ＡＩへの対応です。 

 最近、急速にＣｈａｔＧＰＴなどの生成ＡＩ

が話題となってきたのはご承知のとおりです。

これまでもＩＣＴ技術の進歩は革新的ではあり

ましたが、それとは次元の違う世界に切り替わ

った感がいたします。ＣｈａｔＧＰＴの公開は

昨年11月だったにもかかわらず、驚異的なスピ

ードで世界中に広まりました。日本も同じく、

現在、ＣｈａｔＧＰＴなど生成ＡＩに関するセ

ミナーは人気の講座となっております。 

 そうした風景を見て感じるのは、生成ＡＩの

進歩に、それをどう利用していくのかという条

件整備が追いついていないのではないかという

ことです。よく言われる個人情報の保護、著作

権の保護でさえも、どこまでがオーケーでどこ

からがアウトなのか、実は判然とはしておりま

せん。野村総合研究所が今年４月に関東圏で行

った調査では、ＣｈａｔＧＰＴの利用率の上位

は、１位が学生、２位が教職員だったというこ

とを聞くと、一層対応を急ぐ必要を感じたとこ

ろです。また、この調査によれば企業の利用率

は学生や教職員より低いのですが、その理由は

企業情報の漏えいの懸念ということでした。と

すれば、公的機関においても個人情報という同

様の課題があるということになるのではないで

しょうか。現在、多くのと言ってよい自治体が

利用場面の特定とガイドラインの作成に取り組

んでおりますが、本市においても後れを取れな

い課題であると感じたところです。 

 そこで、今回はＣｈａｔＧＰＴなどの生成Ａ

Ｉの利用に関し質問いたしますが、併せてデジ

タル関連として、スマートシティ長井実現事業

についても質問させていただきます。 

 最初に、スマートシティ長井実現事業の現状

と今後について、政策推進監にお尋ねいたしま

す。この事業は令和３年９月定例会で議決され

動き出したもので、ちょうど２年がたちました。

ただ、令和７年度までの計画期間５年間として

見ると、今は折り返しに当たる時期と考えます。

そこで、確認しておきたい部分について５点質

問いたします。 


